
日
蓮
聖
人
と
極
楽
寺
良
観
房
忍
性

日

は

じ

め

に

日
蓮
聖
人
は
法
幸
経
を
以
て
、
滅
後
末
法
流
布
の
正
期
と
し
、
就
中
、
本
門
八
品
に
顕
説
さ
れ
る
上
行
所
伝
の
要
法
、
本
因
下
種
の

南
無
妙
法
蓮
華
経
を
下
種
す
る
事
に
よ

っ
て
結
縁
し
、
成
仏
の
種
子
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

諸
宗
無
得
道
の
意
は
こ
れ
に
依
拠
す
る
も
の
で
、
文
応
元
年

（
〓

王
ハ
○
）
に
進
覧
し
た

『立
正
安
国
論
』
は
、
上
行
日
遵
と
し

て
の
姿
勢
を
示
さ
れ
、
仏
勅
を
蒙

っ
た
仏
使
と
し
て
の
行
動
が
始
ま

っ
た
と
拝
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

文
永
五
年

（
〓

エ
ハ
八
）
に
著
さ
れ
た
十

一
通
の
御
書
中
の

『与
建
長
寺
道
隆
書
』
（定
四
三
〇
）
に
は
、

念
仏
者
無
間
地
獄
ノ
業
、
禅
宗

ハ
天
魔
ノ
所
属
、
真
言

ハ
亡
国
ノ
愚
法
、
律
宗

ハ
国
賊
ノ
妄
説
卜
一ム
云
。

と
示
さ
れ
、
「
四
箇
格
言
」
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

又
、
末
法
に
於
て
法
華
経
を
誹
謗
す
る
三
類
の
怨
敵
を
挙
げ
、
「僣
聖
増
上
慢
」
に
つ
い
て

『開
目
抄
』
（定
五
九
〇
）
に
勧
持
品

の
、

悪
世
中
ノ
比
丘

ハ
邪
智

ニ
シ
テ
心
諮
曲

二
未
ダ
得
ザ
ル
ヲ
為
得
タ
リ
ト
謂
ヒ
我
満
ノ
心
充
満
セ
リ
。

の
文
を
引
い
て
、
こ
の
人
物
と
し
て
極
楽
寺
の
良
観
房
忍
性
と
建
長
寺
の
道
隆
を
指
し
て
い
る
。

社
外
学
業
　
第
二
十
一
号

浦

脩



幕
府
の
要
人
に
接
近
し
、
権
力
に
媚
び
、
大
き
な
伽
藍
を
造
営
し
た
り
、
私
腹
を
肥
や
し
、
自
ら
錯
覚
し
て
覚
者
と
思
い
込
ん
だ

り
す
る
姿
を
日
蓮
聖
人
は
良
観
房
忍
性
や
道
隆
に
見
た
の
で
あ
る
。

良
観
房
忍
性
は
日
蓮
聖
人
よ
り
五
歳
の
年
長
で
、
し
か
も
日
蓮
聖
人
入
滅
よ
り
後
、
二
十

一
年
の
長
命
で
あ

つ
た
。

こ
の
両
者
が
鎌
倉
の
地
に
於
て
弘
通
し
、
法
敵
と
し
て
相
対
し
た
時
期
は
、
建
長
五
年

（
〓

一五
一こ

よ
り
建
治
元
年

（
〓

一七

五
）
の
二
十
二
年
間
で
あ

っ
た
。

法
華
経
を
以
て
最
勝
の
仏
法
と
し
、
世
を
治
め
る
事
は
、
秩
序
あ
る
社
会
の
実
現
に
こ
そ
、
民
衆
の
幸
福
が
得
ら
れ
る
事
を
日
蓮

聖
人
は
北
条
幕
府
に
対
し
て
諫
言
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
良
観
房
忍
性
は
、
西
大
寺
叡
尊
の
弟
子
と
し
て
学
ん
だ
律
宗
か
ら
、
勧
進
聖
と
し
て
受
容
し
た
文
殊
信
仰
、
太
子

信
仰
の
上
に
、
真
言
密
教
に
よ
る
祈
祷
や
念
仏
信
仰
を
取
り
込
み
、
民
衆
に
接
し
、
為
政
者
の
外
護
を
う
け
る
信
仰
姿
勢
は
、
日
蓮

聖
人
に
と

っ
て
は
決
し
て
許
さ
れ
な
い
謗
法
の
輩
で
あ
っ
た
。

一
、
良
観
房
忍
性
の
修
験
者
的
回
国
行
と
勧
進
聖
的
要
素
に
つ
い
て

良
観
房
忍
性
は
、
建
保
五
年

（
〓
一
一
七
）
七
月
十
六
日
、
伴
定
行
の
子
と
し
て
大
和
国
城
嶋
に
生
ま
れ
た
。
安
貞
二
年

（
〓
一

二
八
）
十

一
歳
の
時
、
両
親
を
伴
い
、
信
貴
山
に
詣
で
、
肉
食
を
断

つ
た
と
云
わ
れ
る
。

こ
の
信
貴
山
は
、
毘
沙
門
天
信
仰
を
は
じ
め
文
殊
信
仰
、
四
天
王
信
仰
、
太
子
信
仰
が
毘
沙
門
堂
を
中
心
に
行
わ
れ
、
所
謂
民
俗

信
仰
の
場
に
浴
し
た
。

寛
永
元
年

（
〓
〓
壬
し
、
十
六
歳
で
母
が
没
し
、
遺
骨
を
額
安
寺
に
納
め
た
。



こ
こ
で
は
三
ヶ
月
程
の
滞
在
で
あ

っ
た
が
、
興
福
寺
の
末
寺
で
あ

っ
た
た
め
、
虚
空
蔵
菩
薩
信
仰
や
、
時
宗
僧
の
集
団
が
こ
の
寺

に
詣
で
て
い
た
た
め
、
浄
土
信
仰
の
影
響
を
う
け
た
事
も
考
え
ら
れ
る
。

又
、
桜
井
の
阿
部
寺
と
の
つ
な
が
り
は
、
良
観
房
忍
性
が
行
基
に
対
す
る
強

い
憧
れ
が
あ
り
、
こ
の
寺
で
文
珠
信
仰
や
修
験
道
等

を
修
し
て
い
る
。
十
九
歳
の
時
、
生
駒
の
竹
林
寺
で
受
戒
し
、
諸
食
事
を
断
じ
、
五
字
を
誦
し
、
五
万
余
遍
を
誦
し
た
と
記
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
少
年
時
代
よ
り
多
様
な
信
仰
生
活
を
送
り
、
密
教
の
加
持
祈
祷
を
主
と
す
る
験
者
や
聖
な
ど
と
接
触
す
る
中
で
、

こ
れ
ら
僧
侶
の

一
群
と
し
て
行
動
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
体
験
が
将
来
の
良
観
房
忍
性
に
と

っ
て
、
自
身
の
体
質
と
な
っ

て
い
っ
た
事
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

二
、
西
大
寺
叡
尊
と
良
観
房
忍
性

西
大
寺
叡
尊
と
の
出
会
い
は
、
仁
治
元
年

（
〓

一四
〇
）、
良
観
房
忍
性
が
二
十
四
歳
の
時
で
、
当
時
叡
尊
は
西
大
寺
の
復
興
の

た
め
、
暦
仁
元
年

（
〓

〓
一一八
）、
四
天
堂
を
中
心
に
加
持
祈
祷
を
修
し
て
民
衆
の
帰
依
を
得
、
次
第
に
そ
の
実
を
あ
げ
て
い
っ
た
。

律
宗
と
し
て
鎮
護
国
家
寺
院
と
し
て
の
形
を
と
り
な
が
ら
も
、
復
興
の
要
因
と
し
て
大
き
な
も
の
が
あ

っ
た
。

良
観
房
忍
性
は
、
興
福
寺
の
影
響
を
多
分
に
受
け
た
生
駒
地
方
の
寺
院
を
経
験
す
る
中
で
、
西
大
寺
の
復
興
に
尽
力
す
る
叡
尊
を

知
り
、
弟
子
と
な
り
沙
弥
戒
を
受
け
た
。

西
大
寺
で
は
僧
侶
の
身
の
廻
り
の
世
話
等
の
雑
用
を
し
て
い
た
よ
う
で
、
叡
尊
の

『四
分
律
行
事
砂
』
の
講
義
を
聞
く
折
に
、
良

観
房
忍
性
は
書
物
を
奈
良
か
ら
京
都
へ
往
還
し
て
借
り
集
め
た
り
、
覚
如
が
定
舜
を
伴

っ
て
入
宋
し
た
折
に
、
律
書
を
持

っ
て
帰
朝

日
乾
聖
人
と
極
半
寺
た
机
矛́
込
‐―土



し
た
定
舜
の
も
と
へ
九
州
迄
受
け
取
り
に
行
っ
た
と
の
事
で
、
学
僧
で
な
か
っ
た
事
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
叡
尊
の
戒
律
関
係
の
経

典
講
義
の
聴
講
や
、
授
戒
の
行
為
を
通
し
て
、
戒
律
の
知
識
や
実
践
の
重
要
性
を
身
に
つ
け
た
事
は
そ
れ
ま
で
の
経
験
で
は
な
か
っ

た
事
で
大
き
な
意
義
で
あ

っ
た
。

西
大
寺
の
復
興
が
進
め
ら
れ
る
中
、
良
観
房
忍
性
は
五
年
後
の
寛
元
三
年

（
〓

一四
五
）、
三
十
三
歳
の
時
、
西
大
寺
を
出
て
東

国

へ
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
事
は
、
叡
尊
が
西
大
寺
の
復
興
に
成
功
し
、
重
要
な
地
位
を
築
き
あ
げ
た
事
を
知
る
に
つ
け
、
自

己
の
立
場
を
失

っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
又
、
こ
れ
ま
で
の
修
験
者
的
な
要
素
、
勧
進
聖
と
し
て
回
國
行
的
な
要
素
が
良
観
房
忍
性

を
し
て
、　
一
ヶ
所
に
永
住
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

東
国
へ
の
移
住
が
決
定
的
と
な
っ
た
の
は
、
建
長
四
年

（
一
二
五
一
じ

〓
一十
六
歳
、
鎌
倉
に
行
く
事
に
な
る
が
、
八
月
鎌
倉
に
到

着
、
翌
月
鹿
島
社
に
詣
で
、
十
二
月
に
常
陸
の
三
村
寺
に
到
り
、
そ
こ
に
律
院
を
造
り
、
十
年
間
滞
在
し
て
い
る
。
こ
の
地
で
多
く

の
帰
依
者
を
得
た
。
そ
の
中
に
北
条
重
時
が
い
た
。

三
田
村
に
於
て
、
北
条
時
頼
の
病
気
平
癒
を
祈
願
し
た
事
が
縁
と
な
り
、
鎌
倉
と
の
結
び
つ
き
が

一
段
と
深
ま

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
弘
長
二
年

（
〓
工
全
こ

四
十
六
歳
、
鎌
倉
清
涼
院
の
釈
迦
堂
に
入
り
、
翌
年
に
は
多
宝
寺
に
移

っ
た
。

良
観
房
忍
性
は
、
叡
尊
の
鎌
倉
下
向
の
た
め
に
、
幕
府
と
の
接
触
を

一
層
密
に
し
、
西
大
寺
流
を
鎌
倉
の
拠
点
に
す
る
事
を
策
略

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
年
、
叡
尊
の
鎌
倉
下
向
が
実
現
し
た
が
、
良
観
房
忍
性
は
三
村
寺
よ
り
、
経
典
や
諸
道
具
を
大
量
に
運

ん
だ
事
を
み
て
も
、
積
極
的
な
働
き
を
し
た
事
が
わ
か
る
。
文
永
二
年

（
〓
エ
ハ
五
）
に
は
、
北
条
長
時
が
信
徒
と
な
り
、
江
ノ
島

で
祈
雨
を
行

っ
て
い
る
。

極
楽
寺
に
つ
い
て
は
、
北
条
重
時
が
良
観
房
忍
性
に
再
興
の
地
を
選
択
さ
せ
、
現
地
に
建
立
。
文
永
四
年

（
一
二
六
七
）
に
寺
主



と
し
て
迎
え
た
の
で
あ
る
。
五
十

一
歳
で
あ

っ
た
。
こ
の
と
き
良
観
房
忍
性
は
、
丈
六
の
阿
弥
陀
仏
像
を
安
置
し
て
い
る
。

三
、
日
蓮
聖
人
と
良
観
房
忍
性
と
の
接
点

日
蓮
聖
人
は
、
良
観
房
忍
性
よ
り
五
歳
年
下
で
あ
る
。

日
蓮
聖
人
が
、
建
長
五
年

（
〓

一五
一こ
、
房
州
旭
ヶ
森
で
法
華
宗
の
開
宗
を
宣
言
さ
れ
、
こ
の
年
、
鎌
倉
で
の
布
教
が
始
め
ら

れ
る
が
、
良
観
房
忍
性
は
、
建
長
四
年
、
西
大
寺
を
出
て
常
陸
三
村
寺
に
入

っ
て
お
り
、
二
人
の
出
会
い
は
ま
だ
な
い
。

正
嘉
元
年

（
〓
一五
七
）
か
ら
鎌
倉
を
中
心
に
し
た
大
早
魃
や
疫
病
等
の
災
害
に
対
し
、
翌
二
年
よ
り
三
年
間
に
亘
り
駿
府
岩
本

実
相
寺
に
大
蔵
経
を
閲
覧
、
そ
の
災
い
の
根
元
が
法
然
の

『選
択
集
』
に
起
因
す
る
事
を
究
明
、
文
応
元
年

（
〓
エ
ハ
○
）、
最
明

寺
入
道
時
頼
に

『立
正
安
国
論
』
を
進
覧
。
こ
れ
に
対
し
幕
府
は
農
民
を
煽
動
し
、
松
葉
ヶ
谷
の
草
庵
を
焼
打
に
し
た
。
日
蓮
聖
人

は
、　
一
時
下
総
の
富
木
胤
継
の
邸
に
難
を
さ
け
た
が
、
再
び
鎌
倉
に
帰
り
諸
宗
批
判
を
展
開
し
た
。
良
観
房
忍
性
は
、
鎌
倉
で
の
日

蓮
聖
人
の
行
動
に
つ
い
て
は
当
然
耳
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

弘
長
元
年

（
〓

工
全

）、
四
十
六
歳
の
良
観
房
忍
性
は
、
時
頼
に
よ

っ
て
鎌
倉
光
泉
寺
の
住
持
に
招
請
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時

期
、
日
蓮
聖
人
は
幕
府
に
よ
り
、
伊
豆
流
罪
に
な
っ
て
い
る
。
翌
弘
長
二
年
、
西
大
寺
叡
尊
は
北
条
時
頼
の
招
き
に
よ
り
、
鎌
倉
に

下
向
し
て
い
る
。
叡
尊
下
向
の
理
由
と
し
て
、
当
時
の
鎌
倉
に
お
け
る
念
仏
信
仰
の
蔓
延
に
よ
り
、
念
仏
僧
の
堕
落
が
顕
著
に
み
ら

れ
、
幕
府
は
こ
れ
ら
僧
侶
の
風
紀
を
取
り
締
ま
る
た
め
、
戒
律
を
以
て
念
仏
僧
の
堕
落
を
制
御
す
る
た
め
、
叡
尊
に
そ
の
役
割
を
依

頼
し
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
働
き
か
け
を
し
た
の
が
良
観
房
忍
性
で
あ
っ
た
。

弘
長
三
年

（
〓
工
全
し

一
一月
二
十
二
日
、
日
蓮
聖
人
は
伊
豆
流
罪
赦
免
と
な
り
、
鎌
倉
に
戻
り
、
翌
文
永
元
年
に
は
、
故
郷
小

日
逹
空
人
と
極
半
十
た
れ
冴́
恙
‐―土



湊
に
帰
郷
、
母
妙
蓮
の
病
気
平
癒
を
祈
り
、
四
ヶ
年
の
寿
命
を
延
ば
し
た
。

『可
延
定
業
書
』
（定

一
八
一
一七
）
に
、

さ
れ
ば
日
蓮
悲
母
を
い
の
り
て
候
し
か
ば
、
現
身
に
病
を
い
や
す
の
み
な
ら
ず
四
ヶ
年
の
寿
命
を
の
べ
た
り
。

と
あ
り
、
又
、
師
匠
道
善
房
を
蓮
華
寺
に
訪
ね
、
捨
邪
帰
正
を
す
す
め
て
い
る
。
『善
無
畏
三
蔵
抄
』
（定
六
五
九
）
に
、

彼
人
ノ
言
ク
我
智
慧
な
け
れ
ば
請
用
の
望
も
な
し
年
老
い
て
い
ら
へ
な
け
れ
ば
念
仏
の
名
僧
を
も
立
て
ず
世
間
に
弘
ま
れ
る
事

な
け
れ
ば
唯
南
無
阿
弥
陀
仏
と
申
計
り
也
、
又
我
心
よ
り
起
ら
ざ
れ
ど
も
事
の
縁
あ

っ
て
阿
弥
陀
仏
を
五
体
ま
で
作
り
奉
る
。

是
又
過
去
の
宿
習
な
る
べ
し
。

と
あ
る
。
こ
の
文
を
み
て
も
、
当
時
、
念
仏
信
仰
が
広
く
民
衆
に
受
容
さ
れ
て
い
た
事
が
わ
か
る
。

こ
の
年
十

一
月
十

一
日
、
日
蓮
聖
人
は
天
津
の
地
頭
工
藤
吉
隆
の
邸

へ
向
か
う
途
中
、
小
松
原
に
於
て
、
東
条
郷
の
地
頭
景
信
の

襲
撃
を
う
け
、
弟
子
鏡
忍
房
は
犠
牲
と
な
り
、
日
蓮
聖
人
も
眉
間
に
傷
を
負

っ
た
。

『南
条
兵
衛
七
郎
殿
御
書
』
（定
三
二
七
）
に
、

自
身
も
き
ら
れ
打
た
れ
、
結
句
に
て
候
し
程
に
、
い
か
が
候
け
ん
う
ち
も
ら
さ
れ
て
い
き
て
は
べ
り
。

と
述
べ
、
さ
ら
に
同
抄
に
、

さ
れ
ば
日
本
国
の
持
経
者
は
い
ま
だ
此
経
文
に
は
あ
わ
せ
給
は
ず
。
唯
日
蓮

一
人
こ
そ
よ
み
は
べ
れ
我
不
愛
身
命
但
惜
無
上
道

是
也
。
さ
れ
ば
日
蓮
は
日
本
第

一
の
法
華
経
の
行
者
也
。

と
、
法
華
経
の
行
者
、
上
行
日
蓮
と
し
て
の
自
覚

へ
の
推
移
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
年
十
月
に
は
、
長
さ

一
丈
も
あ
る
大
彗
星
が
現
れ
、
二
ヶ
月
あ
ま
り
天
が
荒
れ
、
鎌
倉
で
は
洪
水
が
起
り
、
地
震
も
相
つ
ぎ
、

翌
文
永
二
年
に
は
関
東
に
泥
雨
が
降

っ
た
と

『吾
妻
鏡
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
比
叡
山
で
は
、
衆
徒
が
自
ら
堂
宇
に
火
を
放
ち
、
講



堂
や
戒
壇
院
を
焼
き
、
洛
中
に
く
り
出
し
、
幕
府
は
比
叡
山
の
衆
徒
の
武
装
を
禁
止
し
て
い
る
。
東
條
景
信
も
変
死
し
た
。
こ
の
年
、

北
条
長
時
は
良
観
房
忍
性
の
信
者
に
な
っ
て
い
る
。

四
、
日
蓮
聖
人
と
良
観
房
忍
性
と
の
対
決

文
応
元
年

（
〓
エ
ハ
○
）
に
即
位
し
た
蒙
古
の
フ
ビ
ラ
イ
は
、
元
国
皇
帝
と
し
て
国
勢
を
増
大
さ
せ
、
高
麗
も
手
中
に
収
め
、
南

宋
攻
略
を
す
す
め
る
中
で
日
本
へ
の
侵
攻
を
お
し
進
め
て
い
た
。

文
永
五
年

（
〓
エ
ハ
八
）
正
月
、
蒙
古
の
使
者
が
国
書
を
持
参
し
、
九
州
太
宰
府
に
到
着
し
た
。
国
書
は
正
月
八
日
、
鎌
倉
に
送

ら
れ
、
二
月
上
旬
、
京
都
御
所
に
転
送
さ
れ
て
い
る
。

日
蓮
聖
人
は
、
文
応
元
年
に
幕
府
に
対
し
進
覧
し
た

『立
正
安
国
論
』
が
、
現
実
に
わ
が
国
の
危
機
と
し
て
直
面
し
た
事
実
を
見

極
め
、
文
永
五
年
四
月
五
日
、
法
鑑
房
に
対
し
、
『安
国
論
御
勘
由
来
』
（定
四
壬
こ

を
著
し
て
い
る
。

他
国
ヨ
リ
此
ノ
国
ヲ
破
ル
可
キ
先
相
ナ
リ
、
自
讃
二
似
タ
リ
ト
雖
モ
若
シ
是
ノ
国
土
ヲ
毀
懐
セ
バ
復
仏
法
ノ
破
滅
疑
ヒ
無
キ
者

也
。

と
述
べ
、
又
、
同
抄

（定
四
二
一こ

に
、

日
蓮
復
夕
之
ヲ
対
治
ス
ル
之
方
之
を
ヲ
知
ル
。
叡
山
ヲ
除
イ
テ
日
本
国
ニ
ハ
但

一
人
也
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

更
に
八
月
二
十

一
日
に
は
宿
屋
光
則
に
対
し
、
謗
法
の
科
に
よ
っ
て
起
る
二
難
、
他
国
侵
逼
の
難
、
自
界
叛
逆
の
難
を
防
ぐ
の
は
、

こ
の
日
蓮
を
お
い
て
外
に
な
い
事
を

『宿
屋
入
道
御
書
』
（定
四
一
一四
）
に
示
さ
れ
て
い
る
。

日
逹
空
人
と
極
半
寺
た
机
冴́
こ
‐―土



日
蓮
聖
人
は
十
月
十

一
日
付
で
、
十

一
通
の
諫
暁
書
を
呈
し
た
。
そ
れ
は
為
政
者
で
あ
る
政
治
上
の
敵
と
、
仏
教
者
で
あ
る
法
義

上
の
敵
と
に
分
け
ら
れ
る
。

政
治
上
の
敵
は
、
執
権
北
条
時
宗
、
執
権
に
諌
状
を
進
達
す
る
宿
屋
入
道
光
則
、
執
権
の
家
司
で
侍
所
の
平
左
衛
門
頼
綱
、
北
条

家

一
門
の
北
条
弥
源
太
の
四
名
。
次
に
法
義
上
の
敵
は
、
鎌
倉
仏
教
界
に
於
て
、
幕
府
と
の
繋
が
り
が
強
い
建
長
寺
の
道
隆
、
極
楽

寺
の
良
観
房
忍
性
、
大
仏
殿
別
当
、
寿
福
寺
、
浄
光
明
寺
、
多
宝
寺
、
長
楽
寺
の
七
ヶ
寺
、
合
計
十

一
通
の
諌
暁
書
を
呈
し
た
の
で

あ
る
。

『与
北
条
時
宗
書
』
（定
四
一
一工Ｃ

に
は
、

国
家
ノ
安
危
ハ在
コ
政
道
ノ
直
否
〓仏
法
ノ
邪
正
ハ依
コ
経
文
瓦

『与
宿
屋
入
道
書
』
（定
四
二
七
）
に
は
、

希
被
”
停
二
止
御
帰
依
ノ
寺
僧
〕宣
ク
令
”
ョ帰
一
法
華
経
一若
シ
不
”
バ
然
ラ
者
後
悔
何
追
フ
。

『与
平
左
衛
門
尉
頼
綱
書
』
（定
四
二
八
）
に
は
、

併
貴
殿
者
為
型

天
ノ
屋
梁
一為
刊
万
民
ノ
手
足
葛

争
ヵ
此
国
滅
亡
ノ
事
ラ
不
”
ャ
歎
ヵ
耶
不
”
ャ
慎
マ０
早
ク
須
ク
加
玲
退
治
“
制
ス
謗
法
ノ
咎
↓
。

『与
北
条
弥
源
太
書
』
（定
四
二
九
）
に
は
、

所
詮
止
↓
諸
宗
ノ
帰
依
↓
可
”
令
レ
信
一
受

一
乗
妙
経
↓
之
由
捧
勁
勘
文
）
候
。
日
本
亡
国
ノ
根
源
ハ起
”
り
自
ニノ、浄
土

・
真
言

。
禅
宗

・
律

一不
ノ
邪
法
悪
法
鳥

召
人
ロ
セ
諸
経
ノ
勝
劣
ヲ
分
別
セ
ョ
。

と
あ
り
、
法
義
上
の
敵
に
対
し
て
は
、
『与
建
長
寺
道
隆
書
』
（定
四
三
〇
）
に
は
、

此
書
ノ
所
詮
ハ念
仏

・
真
言

・
禅

・
律
等
ノ
信
ブ
ル
悪
法
↓故
二
天
下
災
難
頻
リ
ニ起
ル
０

『極
楽
寺
良
観
書
』
（定
四
三
一
こ

に
は
、



良
観
上
人
ノ住
処
ヲ説
茸法
華
経
．一．云
ク
或
ハ阿
練
若
二納
衣

ラ́
テ在
死
工
閑
“。
阿
練
若
ハ翻
虫
無
事
一卜争
ヵ
日
蓮
読
言
スルノ条
住
虎
相
違
セリ
。

併
ヵ
ラ似
三
学
”矯
賊
ノ聖
人
也
。
僣
聖
増
上
慢
．ラ
テ而
今
生
ハ国
賊
、
来
世
ハ堕
二在
セ
ン
子
那
落
一必
定
セ
リ実
。

『与
大
仏
殿
別
当
書
』
（定
四
三
こ

に
は
、

日
蓮
兼
テ而
勘
へ申
セ
シ
立
正
安
国
論
二少
童
不
相
違
。
急
ヵ
二加
＾
退
治
↓給
へ。
然
ス
者
於
弓
日
蓮
）而
不
レ
可
レ叶
レ
之
。
早
ク
到
詳
我

慢
↓可
”帰
ヌ
日
違
↓。
今
生
空
ァ
過
サ
バ後
悔
何
ソ追
。

『与
寿
福
寺
書
』
（定
四
三
こ

に
は
、

依
茸法
華
不
信
ノ失
〓皆

一
同
二後
生
ハ可
レ堕
フ無
間
地
〓早
ク翻
稼
ベシ
邪
教
↓捨
”達
磨
ノ法
”
可
”令
」帰
〓

乗
正
法
ヽ

『与
浄
光
明
寺
書
』
（定
四
一一四
）
に
は
、

是
併
ヵ
ラ鎌
倉
中
者
轟
ノ類

・
律
宗

。
禅
宗
等
ヵ向
， 国
王
大
臣
一誹
謗
説
我
悪
之
故
也
。
早
馳
暫
一百
五
十
戒
“而
可
下帰
，
日
蓮
一明
擦

成
仏
↓。

『与
多
宝
寺
書
』
（定
四
一一一五
）
に
は
、

従
ヒ雖
一
日
蓮
ラ亜
ｔ
於
茸
ハ所
”勘
タ
ル相
当
型
何
ゾ
不
”ャ
用
ヒ哉
。
早
集
群

一
所
一而
可
嗜ナ
リ有
り御
評
議
。

『与
長
楽
寺
書
』
（定
四
一二
Ｃ

に
は
、

早
ク捨
”邪
法
邪
教
ウ可
帰
二実
法
実
教
ｔ

若
無
″バ御
用
一者
今
生
ハ亡
”
国
ヲ失
曖身
ヲ後
生

ス
必
可
レ堕
虫
那
落
瓦

と
あ
る
。

以
上
挙
げ
た
十

一
通
の
御
書
の
中
、
『極
楽
寺
良
観
書
』
に
は
、
良
観
房
忍
性
を
僣
聖
増
上
慢
と
指
摘
し
、
三
類
の
怨
敵
中
、
最

も
極
悪
の
比
丘
と
示
し
、
「今
生
ハ国
賊
堕
二在
セ
ン
子
那
落
一必
定
也
」
と
批
判
し
て
い
る
。

表
の
顔
は
、
生
身
の
如
来
と
尊
め
ら
れ
て
い
る
が
、
裏
の
顔
は
衆
生
を
惑
わ
す
極
悪
の
僧
の
姿
を
見
る
の
で
あ
る
。
文
永
二
年

曰
こ
空
人
と
極
半
寺
た
机
矛́
恙
，―土



２

二
六
五
）
に
著
さ
れ
た

『聖
愚
問
答
抄
』
（定
三
五
一こ

に
は
、

就
中
極
楽
寺
良
観
上
人
は
上

一
人
よ
り
下
萬
民
に
至
て
生
身
の
如
来
と
是
を
仰
ぎ
奉
る
。
見
世
彼
ノ行
儀
“実
二以
テホ
也
。
飯
島

の
津
に
て
六
浦
ノ
関
米
を
取

っ
て
は
、
諸
国
の
道
を
作
り
七
道
に
木
戸
を
か
ま
え
て
人
別
の
鐵
を
取
て
は
諸
河
に
橋
を
渡
す
。

と
、
関
所
を
設
け
て
銭
を
取
り
、
慈
善
事
業
を
行

っ
て
い
る
よ
う
に
み
せ
る
僣
聖
増
上
慢
の
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

文
永
六
年
の
早
魃
に
は
、
良
観
房
忍
性
は
、
江
ノ
島
に
於
て
祈
雨
の
法
会
を
修
し
て
い
る
。
幕
府
に
対
す
る
誇
示
行
為
で
あ

っ
た

が
、
こ
れ
は
不
成
功
に
終

っ
て
い
る
。

同
年
の
五
月
、
幕
府
は
日
蓮
聖
人
の
信
者
、
富
木
胤
継
、
四
條
金
吾
、
太
田
乗
明
の
三
名
を
問
注
所

へ
招
換
し
、
迫
害
に
及
ん
だ
。

日
蓮
聖
人
は

『問
注
得
意
抄
』
（定
四
三
九
）
に
、

設
ヒ
敵
人
等
雖
匠吐
フト
悪
口
↓各
々
当
身
ノ事

一
三
度
マデ
ハ可
”
如
″
不
リガ
聞
ヵ
。
及
ン
ノ
三
度
一時
不
漱
変
＾
顔
狙
↓
不
レ
出
動轟
言
つ
以
”莫

語
↓
レ可
レ申
ス各
々
ハ
一
処
ノ
同
輩
也
。
於
け
ハ私
二全
無
芸違
恨
一之
由
可
叶
ヵ被
申
レ之
ヲ款
０

と
示
さ
れ
、
こ
れ
は
個
人
の
問
題
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
仏
法
の
大
義
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
意
識
を
持
つ
こ
と
を
指
示
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

十
二
月
八
日
に
は
、
既
に
九
年
前
に
幕
府
に
進
覧
し
た

『立
正
安
国
論
』
の
予
見
が
現
実
の
も
の
と
な

っ
て
き
た
危
機
を
、
「是

偏
二非
立
日
蓮
之
力
一法
華
経
真
文
所
至
コ感
應
一ノ歌
」
と
奥
書
と
し
て
著
さ
れ
て
い
る
。

殊
に
こ
の
年
に
著
さ
れ
た
、
三
位
房
に
与
え
た

『法
門
可
被
申
様
之
事
』
（定
四
五
四
）
に
は
、

日
本

一
洲
上
下
萬
人

一
人
も
な
く
謗
法
な
れ
ば
、
大
梵
天
王

・
帝
桓
並
ヒ
ニ天
照
太
神
等
隣
国
の
聖
人
に
仰
セ
つ
け
ら
れ
て
謗
法

を
た
め
さ
ん
と
せ
ら
る
る
か
。

と
あ
り
、
法
華
経
を
誹
謗
す
る
日
本
国
は
、
諸
天
善
神
が
こ
の
国
を
去

っ
た
。
こ
の
謗
法
の
国
、
日
本
を
自
覚
さ
せ
る
た
め
に
、
自



界
叛
逆
、
他
国
侵
逼
の
二
難
を
以
て
隣
国
の
蒙
古
に
た
め
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

七
、
八
百
人
の
真
言
師
、
禅
宗
や
律
宗
僧
に
よ
っ
て
行
れ
た
変
成
男
子
の
祈
祷
が
不
成
功
に
終

っ
た
事
実
を
あ
げ
て
、
天
台
宗
が

真
言
密
教
を
受
容
し
た
堕
落
天
台
、
禅
宗
や
念
仏
の
謗
法
を
止
め
る
に
は
、
こ
の
日
蓮
の
起
用
な
く
し
て
は
実
現
で
き
な
い
と
述
べ
、

先
ッ世
間
ノ上
下
万
人
云
ク
八
幡
大
菩
薩
ハ正
直
ノ頂
二
や
ど
り
給
フ、
別
の
す
み
か
な
し
等
一ム
云
。
世
間
二正
直
ノ
人
な
け
れ
ば
大
菩
薩
ノ

す
み
か
ま
し
ま
さ
ず
。
又
仏
法
ノ中
に
法
華
経
計
り
」ゝ
そ
正
直
ノ御
経
に
て
お
は
し
ま
せ
。
法
華
経
の
行
者
な
け
れ
ば
大
菩
薩
の

御
す
み
か
を
は
せ
ざ
る
か
。
但
シ
日
本
国
に
は
日
蓮

一
人
計
り
こ
そ
世
間
出
世
正
直
ノ者
に
て
は
候
へ
。

と
、
仏
使
と
し
て
の
仏
勅
を
蒙

っ
た
姿
勢
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
時
期
に
著
さ
れ
た
日
蓮
聖
人
の
著
述
に
は
、
マ
ロ無
畏
三
蔵
抄
』
『真
言
七
重
勝
劣
』
『真
言
天
台
勝
劣
事
』
等
が
挙
げ
ら
れ

る
が
、
い
ず
れ
も
法
華
経
と
諸
宗
の
依
経
と
の
勝
劣
を
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
、
特
徴
と
し
て
み
ら
れ
る
も
の
は
、
良
観
房
忍
性
が
鎌

倉
に
お
い
て
、
律
僧
と
し
て
よ
り
、
阿
弥
陀
信
仰
や
真
言
密
教
を
取
り
容
れ
た
信
仰
態
度
に
変
貌
し
て
い
く
姿
勢
に
対
し
て
、
こ
う

し
た
著
述
を
通
し
て
諸
宗
批
判
を
展
開
し
て
い
っ
た
事
が
考
え
ら
れ
る
。

文
永
八
年
は
、
春
以
来
天
候
不
順
が
続
き
、
六
月
の
雨
期
に
入
っ
て
も
雨
の
気
配
は
な
く
、
農
民
達
は
極
楽
寺
の
良
観
房
忍
性
の

元
へ
走
り
、
雨
乞
い
の
祈
願
を
願
い
出
た
。
六
月
十
八
日
、
良
観
房
忍
性
は
修
法
の
僧
百
十
余
名
を
集
め
、
稲
村
ヶ
崎
の
海
岸
に
か

が
り
火
を
た
き
、
壇
を
設
け
て
祈
願
を
行

っ
た
。

『頼
基
陳
状
』
（定

一
三
五
四
）
に
は
、
こ
の
子
細
が
記
さ
れ
て
い
る
。

去
文
永
八
年
報
替
ハ
月
十
八
日
大
早
魃
の
時
、
彼
御
房
祈
雨
の
法
を
行
ヒ
て
万
民
を
た
す
け
ん
と
付
レ申
候
由
、
日
蓮
聖
人
間
キ
給

て
、
此
体
は
小
事
な
れ
ど
も
此
次
で
に
日
蓮
が
法
験
を
萬
人
に
知
ら
せ
ば
や
と
仰
せ
あ
り
て
、
良
観
房
の
所
へ
仰
せ
つ
か
は
す

に
云
ク
、
七
日
ノ内
に
ふ
ら
し
給
は
ば
、
日
蓮
が
念
仏
無
間
と
申
ス法
門
す
て
て
、
良
観
上
人
の
弟
子
と
成
り
て
三
百
五
十
戒
持
つ

口
逹
空
人
と
極
楽
寺
た
祝
矛́
恙
‐―土



べ
し
。
雨
ふ
ら
ぬ
ほ
ど
な
ら
ば
、
彼
御
房
の
持
戒
げ

（気
）
な
る
が
大
狂
惑
は
顕
然
な
る
べ
し
。
上
代
も
祈
雨
に
付
て
勝
負
を

決
シ
た
る
例
こ
れ
多
‘

所
謂
護
命
と
博
教
大
師
と
、
守
敏
と
弘
法
と
也
。
傷
テ良
観
房
の
所

へ
周
防
房
と
入
澤
ノ
入
道
と
申
ス念

仏
者
を
遣
ハス。
御
房
と
入
道
は
良
観
が
弟
子
又
念
仏
者
也
。
い
ま
に
日
蓮
が
法
門
を
用
ル事
な
し
。
是
を
以
て
勝
負
と
せ
む
。

七
日
ノ内
に
雨
降
ルな
ら
ば
、
本
の
八
斎
会

・
念
仏
を
以
て
往
生
す
べ
し
と
思
フ
ベ
し
。
又
雨
ラず
は

一
向
に
法
華
経
に
な
る
べ
し

と
い
は
れ
し
か
ば
、
是
等
悦
ヒ
て
極
楽
寺
の
良
観
房
に
此
由
を
申
シ候
け
り
。
良
観
房
悦
ヒな
い
て
七
日
ノ内
に
雨
ふ
ら
す
べ
き
由
、

弟
子
百
二
十
余
人
頭
よ
り
煙
を
出
し
く

士戸
を
天
に
ひ
び
か
し
、
或
は
念
仏
、
或
は
請
雨
経
、
或
は
法
華
経
、
或
は
八
斎
戒
を

説
て
種
種
に
祈
請
す
。
四
五
日
ま
で
に
雨
の
気
無
ヶ
レで

た
ま
し
ゐ
を
失
て
、
多
宝
寺
の
弟
子
等
数
百
人
呼
ヒ集
メ
て
力
を
尽
て

祈
り
た
る
に
、
七
日
ノ内
に
露
ば
か
り
も
雨
降
ら
ず
。

と
あ
り
、
祈
雨
は
失
敗
し
、
さ
ら
に
同
抄
に
、

一
丈
ノ
堀
を
不
”
越
へ者
二
丈
三
丈
の
堀
を
越

へ
て
ん
や
。
や
す
き
雨
を
だ
に
ふ
ら
し
給
は
ず
、
況
や
か
た

（難
）
き
往
生
成
仏

を
や
。
然
ら
ば
今
よ
り
は
日
蓮
怨
み
給
フ邪
見
を
ば
是
を
以
て
翻
へ給

へ
、
後
生
を
そ
ろ
し
く
を
ぼ
し
給
は
ば
、
い
そ
ぎ
い
そ
ぎ

来
り
給

へ
、
雨
ふ
ら
す
法
と
仏
に
な
る
道
を
し
へ
奉
ら
む
。

日
蓮
聖
人
は
三
度
使
者
を
送
り
、
良
観
房
忍
性
の
行
為
を
批
判
し
、
更
に
同
抄
に
、

す
み
や
か
に
其
の
祈
り
や
め
給

へ
と
、
第
七
日
の
申
ノ時
使
者
あ
り
の
ま

ゝ
に
申
ス処
に
、
良
観
房
は
涙
を
流
す
、
弟
子
檀
那
同

じ
く
声
を
お
し
ま
ず
口
惜
し
が
る
。

と
、
そ
の
顛
末
が
記
さ
れ
て
い
る
。

日
蓮
聖
人
の
痛
烈
な
批
判
を
う
け
、
立
場
を
失

っ
た
良
観
房
忍
性
に
代

っ
て
、
浄
光
明
寺
行
敏
が
七
月
八
日
、
日
蓮
聖
人
に
対
し

て
難
状
を
呈
し
た
。



そ
の
内
容
は
、
「法
華
の
前
に
説
け
る

一
切
の
諸
経
は
皆
是
妄
語
に
し
て
出
離
の
法
に
非
ず
。
次
に
は
大
小
の
戒
律
は
世
間
を
狂

惑
し
て
悪
道
に
堕
せ
令
め
る
の
法
、
次
に
念
仏
は
無
間
地
獄
の
業
な
り
、
そ
し
て
禅
宗
は
天
魔
の
説
、
若
し
依
て
行
ず
る
者
は
悪
見

を
増
長
す
」
の
四
つ
の
疑
間
を
挙
げ
、
こ
れ
に
つ
い
て
対
面
し
、
決
着
す
る
こ
と
を
申
し
入
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

日
蓮
聖
人
は
、
七
月
十
三
日
に
返
書

『行
敏
御
房
御
返
事
』
を
送
り
、
公
場
対
決
こ
そ
本
来
願
う
所
で
あ
り
、
行
敏
等
が
幕
府
に

上
申
し
た
訴
状
に
対
し
て
著
さ
れ
た

『行
敏
訴
状
御
会
通
』
に
は
、
良
観
房
忍
性
、
法
然
の
孫
弟
子
念
阿
弥
陀
仏
、
道
阿
弥
陀
仏
に

対
し
て
、
諸
経
の
無
得
道
を
挙
げ
、
禅
宗
や
律
宗
に
対
し
批
判
を
行

っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
日
蓮
聖
人
と
良
観
房
忍
性
と
の
対
決
は
、
こ
れ
以
後
全
く
見
る
事
は
な
く
、
良
観
房
忍
性
は
日
蓮
聖
人
の
前
か
ら
姿

を
消
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

九
月
十
日
、
日
蓮
聖
人
は
平
左
衛
門
頼
綱
と
会
見
し
た
が
、
翌
々
日
十
二
日
、
松
葉
ヶ
谷
草
庵
に
於
て
捕
わ
れ
の
身
と
な
り
、
龍

の
口
へ
送
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
日
蓮
聖
人
は
そ
の
後
、
佐
渡
流
罪
と
な
り
、
本
間
六
郎
左
衛
門
の
邸

へ
送
ら
れ
、
十
月
十
日
、
依
智

を
発
ち
、
二
十

一
日
に
寺
泊
の
津
に
到
着
、
同
二
十
八
日
、
佐
渡
松
ヶ
崎
に
着
き
、
十

一
月

一
日
、
塚
原
三
味
堂
に
身
を
置
く
事
に

な
り
、
三
ヶ
年
の
流
罪
の
生
活
が
始
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

文
永
九
年

（
〓
一七
一
じ

二
月
に
著
さ
れ
た

『開
目
抄
』
に
は
、

今
末
法
の
始
に
は
良
観

・
念
阿
等
、
偽
書
を
注
し
て
将
軍
家
に
さ
さ
ぐ
。
あ
に
三
類
の
怨
敵
に
あ
ら
ず
や
。

と
記
し
て
い
る
。

文
永
十

一
年
二
月
十
四
日
の
赦
免
状
が
、
三
月
八
日
、
弟
子
日
朗
に
よ
っ
て
佐
渡
に
も
た
ら
さ
れ
、
十
三
日
に
佐
渡
を
発
ち
、
同

二
十
六
日
、
鎌
倉
に
到
着
し
た
。

赦
免
後
の
日
蓮
聖
人
に
対
す
る
幕
府
の
態
度
は
以
前
と
変
わ
ら
ず
、
四
月
二
十
二
日
に
は
阿
弥
陀
堂
の
加
賀
法
印
に
祈
雨
の
祈
祷

曰
蓬
聖
人
と
極
楽
寺
た
れ
房
恙
性



を
依
頼
、
『北
条
九
代
記
』
に
は

「四
月
十
二
日
大
雨
草
木
枯
稿
」
と
あ
り
、
験
の
な
か
っ
た
事
が
わ
か
る
。

又
、
幕
府
に
と

っ
て
脅
威
の
蒙
古
襲
来
に
つ
い
て
、
『高
橋
入
道
殿
御
返
事
』
（定

一
二
八
一こ

に
、

蒙
古
国
は
い
つ
よ
す
べ
し
と
申
せ
し
か
ば
、
今
年
は
よ
す
べ
し
、
そ
れ
に
と

っ
て
日
蓮
は
な
し
て
日
本
国
を
た
す
く
べ
き
者

一

人
も
な
し
。
た
す
か
ら
ん
と
お
も
い
し
た
う
な
ら
ば
、
日
本
国
の
念
仏
者
と
禅
と
律
僧
等
が
頸
を
切

っ
て
ゆ
い
の
浜
に
か
く
べ

し

。

と
述
べ
ら
れ
て
、
日
本
国
を
亡
ぼ
す
根
元
が
、
禅
や
律
、
念
仏
者
の
謗
法
に
あ
る
事
を
糾
明
し
、
日
蓮
聖
人
自
身
、
法
華
経
の
行
者

と
し
て
の
生
涯
、
上
行
菩
薩
と
し
て
釈
尊
よ
り
託
さ
れ
た
仏
勅
を
蒙
つ
た
仏
使
と
し
て
の
使
命
を
全
う
す
る
た
め
、
身
延
山
に
入
る

決
意
を
す
る
の
で
あ
る
。

文
永
十

一
年
五
月
十
二
日
、
鎌
倉
を
発
ち
、
十
七
日
、
波
木
井
の
御
身
延
に
到
着
し
た
。

一
方
、
良
観
房
忍
性
は
、
日
蓮
聖
人
が
佐
渡
流
罪
中
の
文
永
九
年
、
大
仏
谷
に
於
て
粥
の
供
養
を
行

っ
て
い
る
外
は
、
特
に
動
き

は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
良
観
房
忍
性
は
、
建
治
元
年

（
〓
一七
五
）、
摂
津
の
多
田
院
の
別
当
職
と
な
り
、
其
の
後
約
二
十
年
間
に
亘
り
、
多

田
院
の
復
興
に
た
ず
さ
わ
る
の
で
あ
る
。

摂
津
の
多
田
院
は
、
源
満
仲
が
天
禄
元
年

（九
七
〇
）
建
立
の
天
台
宗
で
、
以
後

一
族
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た
が
、
平
家
滅
亡
後

は
頼
朝
が
御
家
人
大
内
維
義
に
知
行
さ
せ
た
。
承
久
の
乱
後
、
次
第
に
幕
府
に
よ
る
多
田
院
支
配
が
始
ま

っ
て
い
っ
た
。

文
永
九
年

（
〓

一七
二
）、
幕
府
は
勧
進
聖
恒
念
房
の
誓
願
に
よ
り
、
多
田
院
本
堂
改
築
に
つ
い
て
の
費
用
の
割
当
て
を
決
め
た

が
、
多
田
荘
に
と

っ
て
は
大
い
な
る
負
担
と
な
り
、
困
難
な
状
態
に
苦
慮
し
て
い
た
。
良
観
房
忍
性
は
若
い
頃
に
接
触
を
も

つ
た
勧

進
聖
と
相
計
り
、
幕
府
に
働
き
か
け
、
多
田
新
田
の
開
発
を
実
現
さ
せ
、
本
堂
改
築
が
軌
道
に
乗
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
。



弘
安
四
年

（
〓

一八
一
し
、
本
堂
供
養
の
儀
が
奉
修
さ
れ
、
西
大
寺
叡
尊
が
導
師
を
務
め
た
。
従
来
天
台
宗
で
あ

っ
た
多
田
院
に
、

西
大
寺
流
律
宗
が
流
入
し
た
の
で
あ
る
。
良
観
房
忍
性
は
、
こ
れ
を
機
に
修
理
の
資
材
や
内
陣
の
製
作
、
当
時
大
破
し
て
い
た
三
重

塔
の
修
理
等
を
命
じ
、
力
を
発
揮
し
て
い
っ
た
。

日
蓮
聖
人
の
身
延
期
に
お
け
る
遺
文
中
、
良
観
房
忍
性
に
対
す
る
批
判
は
、
建
治
元
年

（
〓

一七
五
）
に
著
さ
れ
た

『種
種
御
振

舞
御
書
』
（定
九
七
七
）
に
、

今
は
念
仏
者
を
も
や
し
な
ひ
、
持
斎
を
も
供
養
す
ま
じ
。
念
仏
者

・
良
観
が
弟
子
の
持
斎
等
が
云
、
此
の
御
房
は
謀
叛
の
内
に

入
り
た
り
け
る
か
。
さ
て
且
ク
あ
り
て
世
間
し
づ
ま
る
。
又
念
仏
者
集
ま
り
て
会
議
す
。
こ
う
て
あ
ら
ん
に
は
、
我
等
か
つ
え

し
ぬ

（餓
死
）
べ
し
。
い
か
に
も
し
て
此
法
師
を
失
は
ば
や
。
既
に
国
の
者
も
大
体

つ
き
ぬ
。
い
か
ん
が
せ
ん
。
念
仏
者
の
長

者
唯
阿
弥
陀
仏
、
持
斎
の
長
者
性
諭
房
、
良
観
が
弟
子
ノ道
観
等
、
鎌
倉
に
走
り
登
て
武
蔵
守
殿
に
申
す
。
此
御
房
島
に
候
も

の
な
ら
ば
、
堂
塔

一
宇
も
候
べ
か
ら
ず
、
僧

一
人
も
候
ま
じ
。

と
あ
り
、
又
、
建
治
三
年
に
著
さ
れ
た

『下
山
御
消
息
』
（定

一
一壬
一五
）
に
は
、

両
火
房
内
々
諸
方
に
詣
言
を
企
て
て
、
余
が
口
を
塞
が
ん
と
は
げ
み
し
也
。
又
経
二云
ク供
二養
スル汝
↓者
ハ堕
〓
玉
心道
．理
云
。
在

世
の
阿
羅
漢
を
供
養
せ
し
人
尚
三
悪
道
脱
シ
が
た
し
。
何
二
況
や
滅
後
の
証
惑
小
律
の
法
師
を
や
。
小
戒
の
大
科
を
ば
こ
れ
を

以
て
可
”知
ル０
或
は
聴
牛
に
も
喩
へた
り
。
還
て
糞
と
な
る
。
或
は
狗
大
に
も
讐
た
り
。
大
乗
の
人
の
糞
を
食
す
。
或
は
緩
猥

或
は
瓦
礫
と
Ｆ
ム
。
然
レ
バ時
を
排
へ
ず
機
を
知
ら
ず
し
て
小
乗
戒
を
持
テば
大
乗
の
障
り
と
な
る
。
破
れ
ば
又
悪
果
を
招
く
。
其

上
、
今
の
人
々
小
律
の
者
ど
も
は
大
乗
戒
を
小
乗
戒
に
盗
ミ
入
れ
、
朧
牛
に
牛
乳
を
入
れ
て
大
乗
の
人
と
あ
ざ
む
く
。
大
楡
盗

の
者
大
謗
法
の
者
、
其
の
と
が
を
論
スれ
ば
、
提
婆
達
多
も
肩
を
並
べ
が
た
く
程
伽
利
尊
者
が
足
も
及
ば
ざ
る
閻
浮
第

一
の
大

悪
人
也
。

日
逹
空
人
と
極
半
寺
え
机
嫁́
港
，―土



と
あ
り
、
又
、
同
年
の

『兵
衛
志
殿
御
返
事
』
（定

一
四
〇
五
）
に
は
、

両
火
房
は
百
万
反
の
念
仏
を
す

ゝ
め
て
人
々
の
内
を
せ
き
て
、
法
華
経
の
た
ね
を
た
た
ん
と
は
か
る
と
き
く
な
り
。

と
あ
る
。

こ
れ
ら
の
遺
文
を
通
し
て
、
良
観
房
忍
性
が
、
念
阿
や
道
阿
等
の
念
仏
者
の
阿
弥
陀
信
仰
と
同
化
し
て
い
っ
た
事
が
知
ら
れ
る
の

で
あ
る
。五

、
日
蓮
聖
人
滅
後
の
良
観
房
忍
性

日
蓮
聖
人
は
弘
安
五
年

（
〓
一八
一
じ

十
月
十
三
日
、
六
十

一
歳
を
以
て
入
滅
。
六
十
六
歳
の
良
観
房
忍
性
は
、
多
田
院
で
の
勢

力
を
拡
げ
、
新
た
な
信
仰
形
態
を
も
つ

「西
大
寺
流
」
の
律
宗
と
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
念
仏
や
真
言
密
教

と
の
融
合
と
、
若
年
よ
り
吸
収
し
た
回
国
聖
と
し
て
の
文
珠
信
仰
や
太
子
信
仰
、
光
明
真
言
等
が
混
合
し
た
独
特
の
も
の
で
あ
っ
た
。

正
応
元
年

（
〓

一人
八
）、
良
観
房
忍
性
は
西
大
寺
に
叡
尊
を
訪
ね
、
同
三
年
、
叡
尊
は
示
寂
。
西
大
寺
は
弟
子
信
空
が
法
燈
を

継
承
。
後
宇
多
天
皇
の
帰
依
を
得
、
全
国
の
国
分
寺
を
西
大
寺
の
末
寺
と
す
る
院
宣
を
下
附
さ
れ
、
西
大
寺
流
が
広
く
流
布
す
る
こ

と
と
な

っ
た
。
種
子
島
慈
恩
寺
が
、
興
福
寺
の
末
寺
か
ら
西
大
寺
の
末
寺
に
な
っ
た
の
も
、
こ
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

良
観
房
忍
性
は
、
同
五
年
の
特
政
令
の
混
乱
に
乗
じ
て
、
幕
府
に
対
し
、
西
大
寺
、
唐
招
提
寺
、
般
若
寺
、
海
龍
王
寺
、
額
安
寺
、

西
琳
寺
、
多
田
院
、
法
華
寺
、
道
明
寺
な
ど
三
十
ヶ
寺
を
将
軍
の
祈
願
所
と
し
て
許
可
を
得
、
晩
年
の
永
仁
元
年

（
〓
一九
一こ
、

東
大
寺
大
勧
進
に
任
ぜ
ら
れ
、
翌
二
年
に
は
四
天
王
寺
の
別
当
職
に
補
さ
れ
た
。
悲
田
院
、
敬
田
院
を
再
興
、
真
言
院
を
創
立
し
た
。

永
仁
六
年

（
〓
一九
八
）、
良
観
房
忍
性
は
鎌
倉
極
楽
寺
に
赴
き
、
馬
病
舎
を
開
設
。
正
安
二
年

（
〓
一一〇
〇
）
に
は
極
楽
寺
境
内



に
熊
野
新
宮
を
再
興
し
た
。
嘉
元
元
年

（
三
一一〇
一こ

七
月
十
三
日
、
良
観
房
忍
性
は
八
十
七
歳
で
示
寂
し
た
。

多
田
院
に
現
存
す
る

『忍
性
菩
薩
略
伝
頌
』
に
は
、
生
涯
に
亘
る
徳
行
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
永
文
八
年
の
稲
村
ヶ
崎
で
の
祈
雨

に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
。

良
観
房
忍
性
の
生
涯
は
、
若
年
よ
り
回
国
聖
と
し
て
多
く
の
民
族
信
仰
と
受
容
し
、
叡
尊
に
師
事
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
念
仏
、
真

言
等
の
信
仰
に
同
化
し
、
幕
府
の
権
力
に
迎
合
し
、
世
を
渡

っ
た
僧
の
姿
を
み
る
事
が
で
き
る
。

日
蓮
聖
人
は
、
良
観
房
忍
性
と
は
対
照
的
で
、
そ
の
信
仰
は
、
釈
尊
出
世
の
本
懐
、
法
華
経
を
最
上
の
仏
法
と
受
け
止
め
、
理
論

的
に
法
華
経
が
末
法
の
正
法
で
あ
る
事
を
立
証
し
、
国
家
の
安
泰
は
、
仏
法
の
邪
正
を
わ
き
ま
え
、
正
法
護
持
に
徹
す
る
事
で
あ
り
、

生
涯
を
生
き
ぬ
い
た
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
下
に
、
日
蓮
聖
人
と
良
観
房
忍
性
の
年
譜
を
付
す
。

承
久
四
年
２

一
〓
〓
じ
　
一
一
。
十
六
、
安
房
小
湊
に
生
ま
れ
る
。

天
福
元
年
貧

嘉
偵
三
年
貧

歴
仁
元
年
貧

曰
蓬
空
人
と
極
半
寺
た
れ
房
港

‐―土

安
房
清
澄
山
に
入
る
。
（
１２
歳
〉

師
道
善
房
に
付
い
て
剃
髪
。
（
１６
歳
）

鎌
倉
遊
学
。
（１７
歳
〉

健
保
五
年
２

安
貞
二
年
貧

貞
永
元
年
２

天
福
元
年
貧

七

・
十
七
、
大
和
国
城
嶋
、
伴
氏
の
生
れ
。

信
貴
山
に
入
り
、
文
殊
信
仰
を
学
ぶ
。
〈ｎ
歳
〉

大
和
額
安
寺
に
入
り
、
生
駒
竹
林
寺
に
入
る
。

歳
〉
東
大
寺
戒
壇
院
に
て
受
戒
。
（１７
歳
〉

（
・６

日
蓮
聖
人
年
譜

極
楽
寺
良
観
房
忍
性
年
譜



極
楽
寺
良
観
房
忍
性
年
譜

仁
治
三
年
２

一
一四
二
）

建
長
五
年
２

一
一
五
三
）

正
嘉
二
年
■

一
一五
人
）

文
応
元
年
２

一
一六
〇
）

弘
長
元
年
２

一
〓
ハ
こ

弘
長
三
年
２

一
一六
三
）

文
永
元
年
２

一
一六
四
）

文
永
二
年
２

一
一六
五
）

文
永
四
年
■

一
一六
七
）

文
永
五
年
２

一
一六
八
）

清
澄
山
に
帰
り
、
叡
山
に
遊
学
。
〈
２‐

歳
〉

四

・
二
十
八
、
清
澄
寺
に
て
開
宗
。

（３２
歳
〉

岩
本
実
相
寺
に

一
切
経
を
閲
覧
。
（
３７

歳
〉
『立
正
安
国
論
』
を
呈
す
。
（
３９
歳
〉

伊
豆
法
難
。
〈４０
歳
〉

伊
豆
流
罪
放
免
。
（４２
歳
〉

小
松
原
法
難
。
（４３
歳
〉

上
総
茂
原
、
小
早
川
内
を
教
化
。
（
４４

歳
〉
母
妙
蓮
寂
。
〈４６
歳
〉

十

一
通
の
諫
暁
書
を
鎌
倉
の
政
権
者
と

嘉
禎
元
年
２

一
≡
一五
）

仁
治
元
年
２

一
一四
〇
）

寛
二

二
年
■

二
四
五
）

建
長
四
年
■

一
一五
二
）

弘
長
元
年
２

一
一六

一
）

弘
長
二
年
２

一
一六
二
）

文
永
二
年
２

一
一六
五
）

文
永
四
年
２

一
一六
七
）

生
駒
竹
林
寺
に
て
受
戒

（１９
歳
〉

大
和
大
寺
叡
尊
の
門
に
入
り
、
通
受
十
重
戒
を
納
め
る
。

（２４
歳
〉

家
原
寺
に
入
り
、
別
受
受
戒
　
（密
教
）
（３３
歳
）

常
陸
三
村
寺
清
涼
院
に
入
り
、
律
席
を
啓
く
。
三
村
寺

主
帰
衣
。
〈３６
歳
〉

相
模
に
入
り
、
時
頼
が
鎌
倉
光
泉
寺
の
住
持
に
招
請
す
。

（
４５
歳
〉

叡
尊
、
時
頼
の
招
き
に
よ
り
鎌
倉
に
下
向
。
（４６
歳
〉

具
支
を
行
い
、
長
時
信
者
と
な
る
。
江
ノ
島
に
て
祈
雨
。

〈
４９
歳
〉

極
楽
寺
に
入
り
、
開
山
。
重
時
七
回
忌
。
（５‐
歳
）



文
永
八
年
２

一
一七

一
）

文
永
九
年
貧

一
一七
二
）

文
永
十
年
２

一
一七
三
）

文
永
■
年
２

二
七
一こ

寺
院
に
呈
す
。
（４７
歳
〉

極
楽
寺
良
観
房
の
祈
雨
を
批
判
。
龍
の

口
法
難
。
佐
渡
流
罪
。
〈
５０
歳
〉

『開
目
抄
』
を
撰
述
。
〈５．
歳
〉

『観
心
本
尊
抄
』
を
撰
述
。
〈５２
歳
〉

流
罪
赦
免
。
身
延
入
山
。
蒙
古
襲
来
。

（５３
歳
〉

弘
安
三
年
２

二
八
〇
）

弘
安
四
年
２

二
八

こ

弘
安
五
年
２

二
人
一
じ

熱
原
法
難
。
〈５９
歳
〉

蒙
古
襲
来
。
（６０
歳
〉

十

・
十
三
、
池
上
に
て
六
十

一
歳
で
入

減
。

日
逹
聖
人
と
極
半
寺
た
れ
冴́
ι

‐―土

文
永
八
年
貧

二
七

一
）

文
永
九
年
■

一
一七
二
）

建
治
元
年
■

一
一七
五
）

弘
安
元
年
貧

一
一七
八
）

弘
安
四
年
２

二
八

一
）

弘
安
七
年
２

一
一八
四
）

弘
安
十
年
２

二
八
七
）

正
応
元
年
２

二
八
八
）

正
応
四
年
貧

一
一九

一
）

永
仁
元
年
貧

一
一九
三
）

永
仁
二
年
貧

一
一九
四
）

稲
村
ヶ
崎
の
海
岸
に
修
法
の
僧
百
十
余
名
を
集
め
祈
雨

す
る
も
失
敗
。
〈５５
歳
〉

飢
饉
に
対
し
難
民
を
大
仏
谷
に
集
め
、
粥
を
供
養
す
。

（
５６
歳
〉

極
楽
寺
消
失
。
摂
津
多
田
院
の
別
当
に
任
ぜ
ら
れ
る
。

其
の
後
、
多
田
院
の
復
興
に
二
十
年
間
た
ず
さ
わ
る
。

椎
尾
山
に
宝
塔
を
建
立
。
〈６２
歳
〉

蒙
古
襲
来
に
対
し
護
国
法
を
修
し
、
稲
村
山
に
て
仁
王

会
を
修
す
。
〈６５
歳
〉

永
福
寺

・
五
大
堂
明
王
院

。
大
仏
堂
別
当
と
な
る
。

極
楽
寺
復
興
、
金
堂
供
養
。
（７‐
歳
〉

西
大
寺
に
叡
尊
を
拝
す
。
〈７２
歳
）

戒
壇
を
結
し
、
別
受
法
を
修
す
。
施
薬

・
療
病

・
悲

田

・
施
田
院
を
造
り
、
時
宗
は
土
州
大
恩
荘
を
捨
し
そ

の
費
用
に
充
て
る
。
（
７５
歳
〉

東
大
寺
復
興
、
大
勧
進
と
な
る
。
（７７
歳
〉

四
天
王
寺
の
主
務
と
な
る
。
〈７８
歳
〉



日
蓮
聖
人
年
譜

永
仁
五
年
２

一
一九
七
）

永
仁
六
年
２

一
一九
八
）
西
大
寺
に
て
叡
尊
の
三
回
忌
を
修
す
。
〈
８２
歳
〉

西
大
寺

・
唐
招
提
寺

・
般
若
寺

。
海
龍
王
寺

・
額
安

寺

。
西
琳
寺

。
多
田
院

。
法
華
寺

。
道
明
寺
を
祈
祷
所

と
し
寺
領
安
堵
。
以
後
、
極
楽
寺

へ
帰
る
。
熊
野
新

宮

・
馬
病
舎
を
造
る
。
（
８３
歳
）

清
涼
宮
に
祈
雨
。

七

・
十
三
、
八
十
七
歳
で
示
寂
。
弟
子
二
千
七
百
四
十

人
。

嘉
一匹
九
年
２

〓
一〇
三
）

極
楽
寺
良
観
房
忍
性
年
譜

87654321

註
『元
享
釈
書
』

一
三
～
二
〇
二
頁
、
『本
朝
高
僧
伝
』
六

一
～
三
八
四
頁
、
『律
苑
僧
宝
伝
』

一
三
～
二

一
人
頁

『律
苑
僧
宝
伝
』

一
三
～
二

一
人
頁

『本
朝
高
僧
伝
』
六

一
～
三
八
四
頁

『中
世
の
南
都
仏
教
』
追
塩
千
尋
著
―
忍
性
の
宗
教
活
動
―
　
二
九
九
頁

『中
世
の
南
都
仏
教
』
追
塩
千
尋
著
―
忍
性
の
宗
教
活
動
―
　
三
〇
三
頁

『元
享
釈
書
』
三
～
二
〇
三
頁
、
『律
苑
宝
僧
伝
』

一
三
～
三
八
頁

『叡
尊

・
忍
性
』
人
物
叢
書
　
和
島
芳
男
著
　
士
口
川
弘
文
館

『本
朝
高
僧
伝
』
六

一
～
三
人
四
頁
、
『律
苑
宝
僧
伝
』

一
三
～
二

一
八
頁



14 13 12  11  10  9

『叡
尊

・
忍
性
』
人
物
叢
書
　
和
島
芳
男
著
　
一
四
〇
頁

『叡
尊

。
忍
性
』
人
物
叢
書
　
和
島
芳
男
著
　
一
四
四
頁

『忍
性
菩
薩
略
伝
頌
』
（多
田
神
社
蔵
）

『種
子
島
家
譜
』

『叡
尊

・
忍
性
』
人
物
叢
書
　
和
島
芳
男
著
　
一
四
九
頁

『叡
尊

・
忍
性
』
人
物
叢
書
　
和
島
芳
男
著
　
一
六
〇
頁

〈キ
ー
ワ
ー
ド
〉
　

西
大
寺
　
多
田
院
　
回
国
聖
　
雨
乞
い
　
開
目
抄

曰
逹
空
人
と
極
楽
寺
た
れ
オ́
こ
性


